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○ 取扱い

原則として、「頬粘膜粘液嚢胞」病名で、「Ｊ０３３ 頬腫瘍摘出術 １

粘液嚢胞摘出術」の算定を認める。

○ 取扱いの根拠

頬腫瘍摘出術は、頬部に生じた良性腫瘍又は嚢胞を摘出する手術である

ため、頬粘膜粘液嚢胞で本手術を行うことが臨床上あり得るものと考えら

れる。


